
令和５年５月２９日更新

令和５年度高齢者eスポーツ体験会開催事業業務委託に係る質問回答

項　目 質問内容 回　答 回答日

1 体験会等の告知
について

高齢者体験会、世代間交流会など３自治
体でそれぞれ５回ずつ実施するが、各体
験会等の開催告知や申込受付などは各自
治体で実施いただくイメージか。または
採択事業者に告知等も一部任せる場合は
自治体との役割分担はどのようなイメー
ジか。

各通いの場等に対する体験会等の
告知及び申込受付については、実
施自治体または県において行うこ
とを予定しております。

R5.5.18

2 アンケートの実
施について

仕様書の具体の業務内容に、石川県作成
のアンケート用紙でのアンケート調査の
実施とあるが、アンケートの集計は採択
事業者か。またはアンケート配布、回収
は採択事業者、集計は石川県か。

アンケート用紙の作成・印刷及び
集計については県が実施し、体験
会等当日の配布及び回収について
は採択事業者様に実施いただくこ
とを予定しております。

R5.5.18

3 体験会会場の施
設利用料につい
て

体験会等の会場となる公民館等の施設利
用料は発生するか。発生する場合、採択
事業者側負担となる利用料の金額はいく
らになるか。

体験会等会場の施設利用料につい
ては、採択事業者様に負担いただ
くことは予定しておりません。
（なお、「仕様書４（１）④イ」
のとおり、オンラインで実施する
場合のWi-Fi等ネットワーク環境
については、採択事業者様におい
てご準備いただくことを予定して
おります。）

R5.5.18

4 eスポーツ機器
を通いの場等で
自由に利用でき
るようにするこ
とについて

必要となった場合には、事業期間の7月下
旬からR6年2月29日まで、1セットを常設
するということか。

ご認識のとおりです。体験会開催
日以外においても利用ができるよ
う、各通いの場等が希望した場合
には1セット分を提供いただくこ
とを想定しております。なお、提
供いただく具体の期間については
通いの場等と相談して決定する予
定です。

R5.5.29

5 委託業務終了後
のeスポーツ機
器の提供につい
て

「1セットを通いの場等に提供すること」
とあるが、市町ごとに1セットか。それと
も、全体で1セットか。

市町ごとに1セットです。 R5.5.29

6 ネットワーク環
境の準備につい
て

体験会会場にはインターネット設備が用
意されており、それ以降、体験会で利用
する環境のみの準備と考えてよろしい
か。
それとも、会場にインターネット設備が
ない場合もあり、一時的にインターネッ
ト回線を引き込んで利用できるようにす
る工事も受託者の負担か。

具体の体験会会場およびインター
ネット設備の有無については現時
点で未定であり、採択事業者様に
おいて、モバイルルーターなどに
よってネットワーク環境をご準備
いただくことを想定しておりま
す。
なお、オンラインで実施するのは
「仕様書４（１）①ウ」の地域間
交流を想定しており、「仕様書４
（１）ア・イ」の体験会及び世代
間交流はオフラインでの実施を想
定しております。

R5.5.29


